
（別紙様式４）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並
びにその所属する部局

の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号
又は名称及び住所

随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由（企画競争又は

公募）
予定価格

契約金額
（税込）

落札率
再就職の
役員の数

備
考

麹町議員宿舎ほかパッケージ空調機
保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

株式会社ヤシマ・エ
コ・システム
東京都足立区千住流
田４－１７

予算決算及び会計令第９９条の２
指名競争入札の不調

－ 1,176,000 － 0

テレビ中継設備その他保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社
東京都港区浜松町１
－１７－１４

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
テレビ中継設備のシステムは松下電
器産業㈱において設計・製作され、
同社のシステム、プログラムにより
構成されている。また、構内ケーブ
ルテレビシステムはテレビ中継設備
と密接な関係にあり他社では保守点
検及び動作状況監視が行えない。同
社の事業運営体制として子会社であ
る左記会社とでなければ契約の目的
たるサービスの提供を行うことがで
きないため

－ 45,087,000 － 0

押しボタン式投票装置保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
三菱電機株式会社
東京都千代田区丸の
内２－７－３

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
押しボタン投票装置によるシステム
は、左記業者により設計・製作され
た固有の専門的技術を有する機器、
プログラムにより構成されており、
システム及び装置の構成、運用を掌
握している左記業者でなければ契約
の目的たるサービスの提供を行うこ
とができないため

－ 25,420,500 － 0

構内情報通信網設備運用保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７
－１

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
構内情報通信網設備をシステム面も
含め構築、設定及び工事を施工して
きている。この設備にはシステム全
体の構成・設定情報が含まれてお
り、外部からの不正アクセス、内部
情報保護などのセキュリティを確保
する必要があるため、左記業者でな
ければ契約の目的たるサービスの提
供を行うことができないため

－ 67,725,000 － 0

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品役務等）



新議員会館整備等事業(08)業績監視
等補助業務(参議院)

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

PｗＣアドバイザリー
株式会社
東京都千代田区丸の
内１－６－６

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
ＰＦＩ事業契約では、業務要求水準
等に基づいて事業が実施されるが、
民間事業者の募集及び選定等、基本
協定・事業契約の締結などの新議員
会館整備にあたり具体的に整理・検
討を行い、業務要求水準の作成等を
実施しており、左記業者でなければ
本事業の特殊性を理解し、事業者提
案を把握した上で発注者の意図する
ところを的確に踏まえ、業務要求水
準等との比較検証を行うことができ
ないため

－ 1,492,470 － 0

麹町議員宿舎南棟ガス温水暖冷房シ
ステム保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
東京瓦斯株式会社
東京都新宿区西新宿
３－７－１

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
ガス暖冷房システムの構造及び機能
において独自に開発、設計、システ
ム構築されており、製造業者でなけ
れば契約の目的たるサービスの提供
を行うことができないためため

－ 1,250,340 － 0

本館ほか衛生器具設備保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

ＴＯＴＯメンテナン
ス株式会社
墨田区向島３－４４
－１

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
衛生器具設備の構造及び機能におい
て自動センサー等を有しており、製
造会社製の衛生器具のメンテナンス
を行う唯一の左記業者でなければ契
約の目的たるサービスの提供を行う
ことができないため

－ 2,600,850 － 0

麹町議員宿舎東西棟議員室給湯機保
守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
松下テクニカルサー
ビス株式会首都圏社
東京都港区芝1-4-3

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
給湯機は松下電器産業株式会社製で
あり、同社製の無線装置により運転
するものである。左記業者は同社製
給湯機のメンテナンス会社であり、
本装置に十分精通し、部品の調達に
おいて迅速な対応が可能な同社でな
ければ契約の目的たるサービスの提
供を行うことができないため

－ 2,249,100 － 0

麹町議員宿舎駐車場機械式駐車装置
保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

石川島運搬機械株式
会社
東京都千代田区飯田
橋３－１１－１３

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
駐車装置の構造及び機能において独
自の設計、製造がなされており、専
門的な知識を有する製造業者でなけ
れば契約の目的たるサービスの提供
を行うことができないため

－ 2,100,000 － 0



議員会館仮庁舎昇降機保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

株式会社日立ビルシ
ステム
東京都千代田区神田
美土代町７

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
昇降機の構造及び機能において独自
の制御回路基盤や管制装置が設置さ
れており、製造業者でなければ契約
の目的たるサービスの提供を行うこ
とができないため

－ 1,171,800 － 0

昇降機遠隔監視装置外保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

日本エレベーター製
造株式会社
東京都千代田区東神
田１－９－９

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
昇降機遠隔装置の構造及び機能にお
いて独自の設計、製造がなされてお
り、専門的な知識を有する製造業者
でなければ契約の目的たるサービス
の提供を行うことができないため

－ 5,203,800 － 0

国会議事堂各門車両侵入防止用バリ
ケード保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

株式会社ＪＡＬエア
テック
東京都大田区羽田空
港３－５－７

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
バリケードの構造及び機能において
製造会社の指定する唯一の保守点検
業者である左記業者でなければ契約
の目的たるサービスの提供を行うこ
とができないため

－ 1,546,597 － 0

麹町議員宿舎ほか警報設備保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
ニッタン株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷
１－１１－６

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
警報設備の機能において、独自の機
構で稼動しており、通信方式も同社
独自のものであるため左記業者でな
ければ契約の目的たるサービスの提
供を行うことができないため

－ 13,520,850 － 0

第二別館ほか受変電用中央監視制御
設備保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
株式会社高岳製作所
東京都千代田区神田
神保町１－５０

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
受変電監視制御設備の構造及び機能
において伝送仕様及びネットワーク
システムを稼動するプログラムを一
体性を有して稼動するには左記業者
でなければ契約の目的たるサービス
の提供を行うことができないため

－ 3,255,000 － 0

議員登院表示設備保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７
－１

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
議員登院表示設備の機能において設
計・製作・施工を行い、機器及びプ
ログラムに精通した製造業者でなけ
れば契約の目的たるサービスの提供
を行うことができないため

－ 2,803,500 － 0



本会議・委員会開会表示設備保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日

富士通フロンテック
株式会社
東京都稲城市矢野口
１７７６

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
本会議・委員会開会表示設備の機能
において設計・製作・施工され、独
自の機器、プログラムにより構成さ
れており左記業者でなければ契約の
目的たるサービスの提供を行うこと
ができないため

－ 3,855,180 － 0

電話交換所ほか構内交換設備保守

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年4月1日
日本電気株式会社
東京都港区芝５－７
－１

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
電話交換設備の機能においてシステ
ムの設計、構内交換設備のネット
ワーク構築、設備機器の使用等、製
造業者でなければ契約の目的たる
サービスの提供を行うことができな
いため

－ 13,650,000 － 0

ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管
理産業廃棄物）処理業務

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年8月28日

日本環境安全事業株
式会社
江東区青海二丁目地
先

会計法第２９条の３第４項
予決令第１０２条の４第３号
本事業は「ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の適正な処理の推進に関する特別
措置法」に基づき行うもので東京都
から特別管理産業廃棄物処分業の許
可を得た唯一の業者であるため。

－ 5,628,750 － 0

議員会館議員事務室ほか照明器具点
検清掃

美濃部　寿彦
参議院庶務部会計課長
千代田区永田町１－７
－１

平成20年10月15日
山田照明株式会社
東京都千代田区外神
田３－８－１１

予算決算及び会計令第９９条の２
指名競争入札の不調

－ 3,150,000 － 0


